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令 和 ７ 年 三 重 県 議 会 定 例 会  

予算決算常任委員会 

防災県土整備企業分科会 

説 明 資 料 
 

 

 

１ 所管事項 

 

（１）私債権の放棄について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料１ 

（２）債権処理計画（令和６年度実績・令和７年度目標）について（関係分）・・資料２ 

 

 

 

２ 議案補充説明 

 

（１）認定第５号 

「令和６年度 三重県一般会計歳入歳出決算」（関係分） 

 

（２）認定第１６号 

「令和６年度 三重県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算」 
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私債権の放棄について 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１１月 

県 土 整 備 部           
 

資料１ 





令和６年度 私債権の放棄について 

 

「三重県債権の管理及び私債権の徴収に関する条例」第 14条の規定に基づき、 

私債権を放棄しましたので、以下のとおり報告します。 

 

 

＜令和６年度 県土整備部関係放棄債権一覧＞ 
(単位：件、円） 

債権名 
調定件数 

（案件数） 
金額 放棄事由 

① 県営住宅使用料 2 ( 1 ) 105,269 第 2項第 1号 

② 損害賠償金（県営住宅） 2 ( 1 ） 1,111,367 第 2項第 1号 

 

＜債権の概要＞ 

 ① 三重県営住宅条例第９条による入居者家賃 

 ② 三重県営住宅条例第 39 条による住宅の明渡し請求等を受けた者に対する損害

賠償金 

 

＜債権放棄の事由＞ 

消滅時効の期間が経過し、債務者が時効の援用をしていない私債権について、債務 

者に差し押さえることができる財産がないことから、三重県債権の管理及び私債権の

徴収に関する条例第 14条第 2項第 1号に基づき債権を放棄しました。 

  

 

 

※「三重県債権の管理及び私債権の徴収に関する条例」抜粋 

（私債権の放棄） 

第十四条 知事等は、私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合において

は、当該私債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。 

一 （略） 

二 （略） 

 

２ 知事等は、私債権のうち消滅時効の期間が経過したもの（債務者が援用をしてい

ないものに限る。）について、次の各号のいずれかに掲げる事由があると認められ

るときは、当該私債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。 

一 債務者に差し押さえることができる財産がないとき。 

二 (略) 

三 （略） 
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